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※１　不服申立て後に申立人の主張を認め、原処分が取消し・修正・変更されたことにより、「却下」、「取下
げ」となった件数。

※２　「一部棄却・一部却下」を含む件数。

※３　「一部認容」、「認容相当」を含む件数。

14 (1) 50 117合計 167 19 (2) 15 2

1開発行為 1

1開発審査会 1

1建築確認 1

1建築審査会 1

1 1 1懲戒処分等 2

1 1人事委員会 2 1

1上記以外 1

2就学 2

3情報公開 3

6教育委員会 6

7 2上記以外 9 7

1里親認定 1 1

1

1

重度障がい者用具給付 1

児童一時保護 1 1

1療育手帳 1

2身体障がい者手帳 2

1 4保育所等 5

1 4 4公害被害補償 8 3

16 1 6 4

1

1 9 11市税 20 5 3

9 14生活保護返還金・徴収金 23 4 (2) 1 4 (1)

11 5精神障がい者保健福祉手帳

1 5 29情報公開 34 2 2

1 1 35個人情報開示 36

平成28年度　不服申立の処理状況[改正行政不服審査法適用分のみ]

審査庁等 処理件数

係属中
件数

[29.３末]

2 13 (1) 49 108

事案の類型

市長 157 19 (2) 15


